
条

例

福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
、
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
租
税
特

別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
、
福
島
県
生
活

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
知
的
障
害
者
援
護
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島

県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
租
税
特
別
措

置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
、
福
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接

支
払
交
付
金
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
、
福
島
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
、
福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
施

行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
六
十
七
号

福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
森
林
環
境
税
条
例(

平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

平
成
二
十
二
年
度｣

を｢

平
成
二
十
七
年
度｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日｣

に
、

｢

第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号｣

を｢

第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

税

務

課)

福
島
県
条
例
第
六
十
八
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例(

平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
九
条
中｢

第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
五
項｣

を｢

第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
六
項｣

に
改

め
る
。

附
則
第
十
一
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢

(

検
討)

｣

を
付
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

12

知
事
は
、
平
成
二
十
七
年
度
末
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

税

務

課)

福
島
県
条
例
第
六
十
九
号

福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例(

平
成
十
年
福
島
県
条
例
第
五
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
事
務
処
理
の
特
例)

第
十
九
条

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
及
び
こ
の
条
例

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務(

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
す
る
特

定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
い
わ
き
市
、
白
河
市
、
二
本
松
市
及
び
会
津
美

里
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証

平成22年12月17日 金曜日 福 島 県 報 号外第56号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

条

例

○
福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
六
条

の
十
一
の
二
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理

の
特
例
に
関
す
る
条
例

二

○
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
知
的
障
害
者
援
護
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

五

○
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

五

○
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の

四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に

関
す
る
条
例

五

○
福
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付

金
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

六

○
福
島
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
施
行
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

九



二

法
第
十
条
第
二
項(

法
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
縦
覧

三

法
第
十
二
条
第
三
項(

法
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
通
知

四

法
第
十
三
条
第
二
項(

法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
る
届
出
の
受
理

五

法
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
仮
理
事
の
選
任

六

法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
特
別
代
理
人
の
選
任

七

法
第
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

八

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

九

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
証

十

法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

十
一

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
、
役
員
名
簿
等
及
び
定
款
等
の
受
理

十
二

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
、
役
員
名
簿
等
及
び
定
款
等
の
閲
覧

の
実
施

十
三

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

十
四

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

十
五

法
第
三
十
一
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

十
六

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
証

十
七

法
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
及
び
調
査

十
八

法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

十
九

法
第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

二
十

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
証

二
十
一

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

二
十
二

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
示
及
び
交
付

二
十
三

法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令

二
十
四

法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
の
取
消
し

二
十
五

法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付

二
十
六

法
第
四
十
三
条
の
二(

法
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
る
意
見
の
聴
取

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例(

以
下｢

改
正
後

の
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十

年
法
律
第
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例(

以

下｢

法
令｣

と
い
う
。)

の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
法
令
の

そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い

て
は
い
わ
き
市
、
白
河
市
、
二
本
松
市
又
は
会
津
美
里
町(

以
下｢

い
わ
き
市
等｣

と
い
う
。)

の

長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
及
び

改
正
後
の
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
い
わ
き
市
等
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当

該
い
わ
き
市
等
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

(

文
化
振
興
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
号

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例

に
関
す
る
条
例

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
租
税
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
六
十
六
条
の
十
一
の
二
及
び
租

税
特
別
措
置
法
施
行
令(

昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
三
十
九

条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務(

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
内
に
事
務
所

を
設
置
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
い
わ
き
市
、
白
河
市
、
二
本
松
市

及
び
会
津
美
里
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

政
令
第
三
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付

二

政
令
第
三
十
九
条
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
種
類
の
提
出

三

政
令
第
三
十
九
条
の
二
十
三
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
、
役
員
名
簿
等
及
び
定

款
等
の
写
し
の
提
出

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
本
則
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
政
令
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
政
令
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ

の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
い
わ
き
市
、
白
河
市
、
二
本
松
市
又
は
会
津
美
里
町

(

以
下｢

い
わ
き
市
等｣

と
い
う
。)

の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る

も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
い
わ
き
市
等
の
長
が
し
た
処
分

そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
い
わ
き
市
等
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

(

文
化
振
興
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
一
号

福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
八
年
福
島
県
条
例
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
二
節

ば
い
煙
等
の
排
出
の
規
制
等(

第
十
二
条
│
第
二
十
三
条)

を｢

第
二
節

第
三
節

削
除

｣

ば
い
煙
等
の
排
出
の
規
制
等(

第
十
二
条
│
第
二
十
六
条)

｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中｢

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
継
続
的
な
排
出
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境

に
係
る
被
害
を
生
ず
る｣
を
削
る
。

第
二
十
二
条
中｢

又
は
特
定
粉
じ
ん
排
出
者｣

及
び｢

又
は
そ
の
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
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地
の
境
界
線
に
お
け
る
大
気
中
の
特
定
粉
じ
ん
の
濃
度｣

を
削
り
、｢

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば｣

を

｢
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
定
粉
じ
ん
排
出
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の

敷
地
の
境
界
線
に
お
け
る
大
気
中
の
特
定
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
第
三
節
の
節
名
を
削
り
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

事
業
者
の
責
務)

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
ば
い
煙
の
排
出
の
規
制
等
に
関
す
る
措
置
の
ほ
か
、

そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
ば
い
煙(

大
気
汚
染
防
止
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
を
除
く
。)

の
大
気
中
へ
の
排
出
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
当

該
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条

削
除

第
二
十
七
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中｢

第
二
条
第
七
項｣

を｢

第
二
条
第
八

項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

こ
の
章
に
お
い
て｢

指
定
化
学
物
質
使
用
施
設｣

と
は
、
公
共
用
水
域
に
多
量
に
排
出
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
と
し
て
規
則
で
定

め
る
も
の(

以
下｢

指
定
化
学
物
質｣

と
い
う
。)
を
製
造
し
、
貯
蔵
し
、
使
用
し
、
又
は
処
理
す

る
施
設
を
い
う
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中｢

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば｣

を｢
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中｢

排
水
指
定
事
業
場｣

の
下
に｢

又
は
指
定
化
学
物
質
使
用
事
業
場｣

を
加
え
、

｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
、｢

同
項｣

を｢

当
該
各
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
化
学
物
質
使
用
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場(

以
下｢

指
定
化
学
物
質
使
用
事
業
場｣

と
い
う
。)

の
設
置
者
は
、
当
該
指
定
化
学
物
質
使
用
事
業
場
に
お
い
て
、
指
定
化
学
物
質
使
用
施

設
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
指
定
化
学
物
質
又
は
指
定
化
学
物
質
を
含
む
水
が
当
該
指
定

化
学
物
質
使
用
事
業
場
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に

係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
指
定
化
学
物
質
又
は
指
定
化
学

物
質
を
含
む
水
の
排
出
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故

の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条
第
三
項
中｢

前
条｣

を｢

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項｣

に
改
め
、｢

限
り
で
な
い｣

と｣

の
下
に｢

、
同
条
第
三
項
中｢

前
二
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
一
項｣

と
、｢

当
該
各
項｣

と
あ
る
の
は

｢

同
項｣

と｣

を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中｢

水
が｣

の
下
に｢

当
該
排
水
指
定
事
業
場
か
ら｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項

中｢

前
二
項｣

を｢

第
一
項
及
び
前
項｣

に
改
め
、｢

法
定
外
有
害
物
質｣

と｣

の
下
に｢

、
前
項
中

｢

前
二
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
一
項｣

と
、｢

当
該
各
項｣

と
あ
る
の
は｢

同
項｣

と｣

を
加
え
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

排
水
指
定
事
業
場｣

の
下
に｢

又
は
指
定
化
学
物
質
使
用

事
業
場｣

を
加
え
、｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
、｢

同
項｣

を｢

当
該
各
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
化
学
物
質
使
用
事
業
場
の
設
置
者
は
、
当
該
指
定
化
学
物
質
使
用
事
業
場
に
お
い
て
、
指
定

化
学
物
質
使
用
施
設
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
指
定
化
学
物
質
又
は
指
定
化
学
物
質
を
含

む
水
が
当
該
指
定
化
学
物
質
使
用
事
業
場
か
ら
地
下
に
浸
透
し
た
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活

環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
指
定
化
学
物
質
又
は
指

定
化
学
物
質
を
含
む
水
の
浸
透
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ

の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
三
条
中｢

第
十
四
条
の
四
第
一
項｣

を｢

第
十
四
条
の
五
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
一
号
中｢

第
八
項｣

を｢

第
九
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中｢

第
二
十
七
条
第
三
項｣

を｢

第
二
十
七
条
第
四
項｣

に
、｢

同
条

第
四
項｣

を｢

同
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中｢

、
第
四
十
三
条
第
一
項｣

を｢

及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条

第
一
項｣

に
、｢

第
五
十
四
条
第
一
項(

同
条
第
三
項｣

を｢

第
五
十
四
条
第
一
項(

同
条
第
四
項｣

に
、｢

、
第
五
十
五
条
第
一
項｣

を｢

及
び
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号

中｢

第
四
十
条
第
二
項｣

を｢

第
四
十
条
第
三
項｣

に
、｢

第
五
十
四
条
第
二
項(

同
条
第
三
項｣

を

｢

第
五
十
四
条
第
三
項(

同
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
第
二
号
中｢

第
四
十
条
第
二
項｣

を｢

第
四
十
条
第
三
項｣

に
、｢

第
五
十
四
条

第
二
項(

同
条
第
三
項｣

を｢

第
五
十
四
条
第
三
項(

同
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
百
四
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
を
せ
ず
、
虚
偽
の

記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
保
存
し
な
か
っ
た
者

附

則

こ
の
条
例
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
二

年
法
律
第
三
十
一
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
二
号

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例(

昭
和
五
十
四
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中｢

定
員｣

を｢

入
所
定
員｣

に
改
め
、
同

項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

種

類

名

称

所

在

地

入
所
定
員

障
害
者
自
立
支

福
島
県
ひ
ば
り
寮

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
芝
原
二

一
〇
〇
人

援
法
第
五
条
第

九
番
地
の
四
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十
二
項
に
規
定

す
る
障
害
者
支

福
島
県
か
し
わ
荘

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
芝
原
三

一
〇
〇
人

援
施
設

四
一
番
地
の
四

福
島
県
け
や
き
荘

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
芝
原
三

一
〇
〇
人

四
一
番
地
の
七

福
島
県
か
え
で
荘

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
芝
原
一

一
〇
〇
人

八
九
番
地
の
一

第
三
条
第
二
項
の
表
太
陽
の
国
野
球
場
の
項
を
削
る
。

第
四
条
第
一
号
中｢

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者
を
入
所
さ
せ
て
、

そ
の
更
生
に
必
要
な
治
療
又
は
指
導
を
行
い
、
及
び
そ
の
更
生
に
必
要
な
訓
練｣

を｢

第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
障
害
者
に
つ
き
、
同
法
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援(

以
下
単
に｢

施

設
入
所
支
援｣

と
い
う
。)

を
行
う
と
と
も
に
、
施
設
入
所
支
援
以
外
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施

設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
十
八
歳
以
上
の｣

を｢

知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
の
う
ち
同
号
に
規
定
す
る
委
託
に
係
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

を
施
設｣

を｢

に
つ
き
、
施
設｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢
前
各
号｣

を｢

前
三
号｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
四
号
中｢

及
び
太
陽
の
国
野
球
場｣

を
削
り
、｢

厚
生
セ
ン
タ
ー
等｣

を｢

厚
生

セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
八
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
中｢

厚
生
セ
ン
タ
ー
等｣

を｢

厚
生
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一(

第
十
条
関
係)

一

宿
泊
の
場
合

区

分

使
用
料
の
額

(

単
位
円)

研
修
者
及
び
奉
仕
者
の
使
用

一
、
八
九
〇

大

人

二
、
五
二
〇

そ
の
他
の
者
の
使
用

小

人

一
、
八
九
〇

備
考１

使
用
時
間
は
、
午
後
四
時
か
ら
翌
日
午
前
十
時
ま
で
と
す
る
。

２

｢

研
修
者｣

と
は
、
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
研
修
会
の
参
加
者
及
び
そ
の
関
係
者
を
い

う
。

３

｢

奉
仕
者｣

と
は
、
太
陽
の
国
へ
の
奉
仕
者
を
い
う
。

４

｢

そ
の
他
の
者｣

と
は
、
研
修
者
及
び
奉
仕
者
以
外
の
者
を
い
う
。

５

｢

大
人｣

と
は
、
十
二
歳
以
上
の
者
を
い
う
。

６

｢

小
人｣

と
は
、
六
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者
を
い
う
。

７

冬
期
間(

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間)

に
お
け
る
使
用
料
は
、

使
用
料
の
額
に
そ
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
し
た
額(

そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

二

研
修
又
は
休
憩
の
場
合

使
用
料
の
額

(

単
位
円)

区

分

一

日

半

日

夜

間

研

修

室

三
、
一
五
〇

一
、
五
七
〇

一
、
五
七
〇

大

人

六
三
〇

三
一
〇

三
一
〇

和

室

小

人

四
四
〇

二
二
〇

二
二
〇

備
考１

｢

一
日｣

と
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
を
い
う
。

２

｢

半
日｣

と
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
又
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
を
い
う
。

３

｢

夜
間｣

と
は
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
を
い
う
。

４

冬
期
間(

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間)

に
お
け
る
使
用
料
は
、

使
用
料
の
額
に
そ
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
し
た
額(

そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

別
表
第
二
の
二
の
項
を
削
り
、
同
表
三
の
項
中｢

又
は
旧
法
施
設
支
援｣

及
び｢

、
旧
法
施
設
支
援

に
係
る
介
護
給
付
費
の
算
定
方
法｣

を
削
り
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と
す
る
。

別
表
第
三
中｢

第
四
条
、｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
四
号
及
び
別
表

第
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
障
害
者
の
利
用
に
係
る
公
の
施
設
の
使
用
料
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

２

障
害
者
の
利
用
に
係
る
公
の
施
設
の
使
用
料
の
免
除
に
関
す
る
条
例(

平
成
八
年
福
島
県
条
例
第

十
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
の
項
を
削
る
。

(

保
健
福
祉
総
務
課)
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福
島
県
条
例
第
七
十
三
号

福
島
県
知
的
障
害
者
援
護
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
知
的
障
害
者
援
護
施
設
条
例(

昭
和
四
十
八
年
福
島
県
条
例
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
障
害
者
支
援
施
設
条
例

第
一
条
中｢
、
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
で
あ
つ
て｣

を
削
り
、｢

を
受
け
た
も
の｣

を｢

の
う

ち
同
号
に
規
定
す
る
委
託
に
係
る
知
的
障
害
者｣

に
、｢

知
的
障
害
者
援
護
施
設(

法
附
則
第
五
十
八

条
第
二
項
の
知
的
障
害
者
援
護
施
設｣

を｢

他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害

者
支
援
施
設(

法
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中｢

種
類
、｣
を
削
り
、
同
条
中｢

知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
種
類
、｣

を｢

障
害

者
支
援
施
設
の｣

に
改
め
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名

称

位

置

入
所
定
員

福
島
県
ば
ん
だ
い
荘

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
長
田
字
西
五
十
滝
三
九
六
七
番
地

六
〇
人

あ
お
ば

一

第
三
条
中｢

知
的
障
害
者
援
護
施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
に
つ
き
、
法
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所

支
援(

以
下
単
に｢

施
設
入
所
支
援｣

と
い
う
。)

を
行
う
と
と
も
に
、
施
設
入
所
支
援
以
外
の

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
。

二

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
の
う
ち
同
号
に
規
定
す
る
委
託
に
係
る

知
的
障
害
者
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
更
生
に
必
要
な
指
導
及
び
訓

練
を
行
う
こ
と
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中｢

施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、

同
項
第
四
号
中｢

施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

号
中｢

施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

居
宅
に
お
い
て
そ
の
介
護
を
行
う
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
保
護
又
は
訓
練
を
必
要
と

す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
等(

別
表
第
二
に
お
い
て｢

障
害
者
等｣

と

い
う
。)

に
つ
き
、
障
害
者
支
援
施
設
に
お
い
て
保
護
し
、
又
は
必
要
な
訓
練
を
行
う
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
中｢

知
的
障
害
者
援
護
施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

知
的
障
害
者
更
生
施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢

知
的
障
害
者
援
護
施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
を
削
り
、
同
表
三
の
項
中｢

又
は
旧
法
施
設
支
援｣

及
び｢

、
旧
法
施
設
支
援

に
係
る
介
護
給
付
費
の
算
定
方
法｣

を
削
り
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と
す
る
。

別
表
第
二
中｢

第
四
条
、｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
知
的
障
害
者
援
護
施
設
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ

り
収
受
す
べ
き
で
あ
っ
た
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
四
号

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
百
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

、
郡
山
市｣

の
下
に｢

、
白
河
市
及
び
大
玉
村｣

を
加
え
、｢

郡
山
市
以
外｣

を｢

二
以

上｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
本
則
各
号
に
掲

げ
る
事
務
に
係
る
農
地
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

の

そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事

に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
白
河
市
又
は
大
玉
村
の
長

が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
白
河
市
若
し
く
は
大
玉
村
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
れ
ぞ

れ
白
河
市
若
し
く
は
大
玉
村
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

(

農
林
総
務
課
農
地
調
整
室)

福
島
県
条
例
第
七
十
五
号

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
租
税
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
七
十

条
の
四
第
三
十
五
項(

法
第
七
十
条
の
六
第
四
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
通
知(

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例

第
百
八
号)

本
則
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
事
務
は
、

郡
山
市
、
白
河
市
及
び
大
玉
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
本
則
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
法
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
通
知
で
現

に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
白
河
市
又
は
大
玉
村
の
長
が
し
た
通
知
と
み
な
す
。
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五
一
〇

七
二

二
、
一
〇
〇

一
、
五
〇
〇

九
三
〇

二
、
二
〇
〇

一
、
六
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

四 七
五
三

一
、
五
〇
〇

一
、
一
〇
〇

六
九
〇

一
、
六
〇
〇

一
、
二
〇
〇

七
七
〇

三 六
五
六

一
、
二
〇
〇

九
〇
〇

五
六
〇

一
、
三
〇
〇

九
七
〇

六
三
〇

(

農
林
総
務
課
農
地
調
整
室)

福
島
県
条
例
第
七
十
六
号

福
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

福
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
基
金
条
例(

平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
二
百
二
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

農
村
振
興
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
七
号

福
島
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例(

平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
砂
利
採
取
法
施
行
条
例

第
一
条
の
見
出
し
を｢

(

手
数
料)

｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

手
数
料
は
、
福
島
県
収
入
証
紙
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

既
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

事
務
処
理
の
特
例)

第
二
条

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
白
河
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
務

に
係
る
土
地
の
区
域
が
白
河
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
に
わ
た
る
場
合
又
は
当
該
事
務
に
係
る
土
地

の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
可

二

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

三

法
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

四

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令

五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

六

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令(

法
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
砂
利
採
取
業
を

行
っ
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

七

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

八

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
取
消
し
及
び
命
令

九

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

十

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収(

法
第
二
章
の
規
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

十
一

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問(

法
第
二
章
の
規
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

十
二

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
報

十
三

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
措
置

十
四

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞(

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る

も
の
に
限
る
。)

十
五

法
第
四
十
三
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
協
議

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
福
島
県
砂
利
採
取
法
施
行
条
例
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

の
そ
れ
ぞ
れ
の

規
定
に
よ
り
知
事
若
し
く
は
地
方
自
治
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
権
限
の
委

任
を
受
け
た
者(

以
下｢

知
事
等｣

と
い
う
。)

が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の

規
定
に
よ
り
知
事
等
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
白
河

市
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
白
河
市
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
白
河
市
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申

請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

(

農
地
管
理
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
八
号

福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例(

昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

協
議
が
成
立
し
た
占
用
の｣

を｢

同
意
し
た
占
用
の｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二

号
中｢

新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
が
建
設
し
、
保
有
し
、
又
は
大
規
模
な
災
害
復
旧
工
事
を
行
う
鉄
道
施

設
並
び
に｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中｢

道
路
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七

年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

｣

を｢

政
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

道
路
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
十

一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
応
急
仮
設
住
宅

第
四
条
中｢

協
議
が
成
立
し
た
占
用
の｣

を｢

同
意
し
た
占
用
の｣

に
、｢

を
し
、
又
は
当
該
占
用

の
協
議
が
成
立
し
た｣

を｢

又
は
同
意
を
し
た｣

に
改
め
る
。

｢
｢
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、
四
〇
〇

九
五
〇

二
九
〇

四
七
〇 三 五

四
八

一
、
〇
〇
〇

七
六
〇

四
八
〇

一
、
一
〇
〇

八
二
〇

五
三
〇

一
、
四
〇
〇

四
、
四
〇
〇

六
〇
〇

一
、
四
〇
〇

四
八
〇

七
〇
〇 五

一
〇

七
二

二
、
一
〇
〇

一
、
五
〇
〇

九
三
〇

二
、
二
〇
〇

一
、
六
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
一
〇
〇

一
、
一
〇
〇

四
五
〇

一
、
一
〇
〇

三
六
〇

五
二
〇 四 七

五
三

一
、
五
〇
〇

一
、
一
〇
〇

六
九
〇

一
、
六
〇
〇

一
、
二
〇
〇

七
七
〇

一
、
一
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

四
七
〇

一
、
一
〇
〇

三
四
〇

五
五
〇 三 六

五
六

一
、
二
〇
〇

九
〇
〇

五
六
〇

一
、
三
〇
〇

九
七
〇

六
三
〇

九
五
〇

一
、
〇
〇
〇

四
〇
〇

九
五
〇

二
九
〇

四
七
〇

二

法
第
三

十
二
条
第

一
項
第
二

号
に
掲
げ

る
物
件

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の 外
径
が
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以

上
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 外
径
が
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
以

上
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

長
さ
一
メ
ー

ト
ル
に
つ
き

一
年

六
七
〇

三
四
〇

二
四
〇

一
三
〇

一
〇
〇

六
七

五
一

三
四

二
四

五
七
〇

二
九
〇

二
〇
〇

一
一
〇

八
六

五
七

四
三

二
九

二
〇

別
表
一
の
項
中

を
｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

｣
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六

政
令
第

七
条
第
一

号
に
掲
げ

る
物
件

幕(

政
令
第

七
条
第
二
号

旗
ざ
お

標
識

看
板(

ア
ー

チ
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の 外
径
が
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

〇

七
メ

ル
未
満
の
も
の

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
時
的
に
設
け

る
も
の

そ
の
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

日 一
本
に
つ
き

一
月

一
本
に
つ
き

一
日

一
本
に
つ
き

一
年

表
示
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年 表
示
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

月

二
〇

二
〇
〇

二
〇

九
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
〇
〇

六
七
〇

三
四
〇

一
〇

一
〇
〇

一
〇

七
六
〇

一
、
〇
〇
〇

一
〇
〇

五
七
〇

二
九
〇

九

政
令
第

七
条
第
六

号
に
掲
げ

る
施
設
並

び
に
同
条

第
七
号
に

掲
げ
る
施

設
及
び
自

動
車
駐
車

場上
空
、
ト
ン
ネ

ル
の
上
又
は
高

速
自
動
車
国
道

若
し
く
は
自
動

車
専
用
道
路

(

高
架
の
も
の

に
限
る
。)

の

路
面
下
に
設
け

る
も
の

そ
の
他
の
も
の

建
築
物

ア
ー
チ

幕(

政
令
第

七
条
第
二
号

に
掲
げ
る
工

事
用
施
設
で

あ
る
も
の
を

除
く
。)

旗
ざ
お階

数
が
四
以

上
の
も
の

階
数
が
三
の

も
の

階
数
が
二
の

も
の

階
数
が
一
の

も
の

そ
の
他
の
も
の

車
道
を
横
断
す

る
も
の

そ
の
他
の
も
の

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

際

一
時
的

に
設
け
る
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

に
つ
き
一

年

Ａ
に
〇
・
〇
一
三

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
〇
九

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六

を
乗
じ
て
得
た
額

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年 一
基
に
つ
き

一
月

そ
の
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

月 そ
の
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

日 一
本
に
つ
き

一
月

一
日

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

一
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
〇
〇

二
〇

二
〇
〇

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
五

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

五
一
〇

一
、
〇
〇
〇

一
〇
〇

一
〇

一
〇
〇

別
表
三
の
項
中｢

一
、
四
〇
〇｣

を｢

一
、
一
〇
〇｣

に
、｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

九
五
〇｣

に
改

め
、
同
表
四
の
項
中｢

〇
・
〇
〇
三｣

を｢

〇
・
〇
〇
四｣

に
、｢

〇
・
〇
〇
五｣

を｢

〇
・
〇
〇
六｣

に
、｢

〇
・
〇
〇
六｣

を｢

〇
・
〇
〇
八｣

に
、｢

二
、
九
〇
〇｣

を｢

一
、
〇
〇
〇｣

に
、｢

七
一

〇｣

を｢

五
一
〇｣

に
、

｢

一
、
五
〇
〇｣

を｢

六
〇
〇｣

に
、

｢

三
六
〇｣

を｢

三
一
〇｣

に
、

｢

一
、
四
〇
〇｣
を｢
一
、
一
〇
〇｣

に
、｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

九
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
五
の
項

｢

四
四

一
一

中｢

縁
日
等｣

を｢

縁
日
そ
の
他
の
催
し｣

に
、

を

四
四
〇

一
一
〇

｣
｢

二
〇

一
〇

に
改
め
、
同
表
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
〇
〇

一
〇
〇

｣

別
表
七
の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

二
〇
〇｣

に
、｢

一
一
〇｣

を｢

一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
八
の

項
中｢

一
四
〇｣

を｢

一
一
〇｣

に
、｢

一
一
〇｣

を｢

九
五｣

に
改
め
、
同
表
九
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

別
表
十
一
の
項
中

｢

第
七
条
第
九
号
及
び
第
十
号｣

を

｢

第
七
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号｣

に
、

｢
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十

政
令
第

七
条
第
八

号
に
掲
げ

る
応
急
仮

設
建
築
物

そ
の
他
の
も
の

上
空
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高

速
自
動
車
国
道
若
し
く
は
自
動

車
専
用
道
路(

高
架
の
も
の
に

限
る
。)

の
路
面
下
に
設
け
る

も
の

そ
の
他
の
も
の

上
空

ン
ネ

ル
の
上
又
は
高

速
自
動
車
国
道

若
し
く
は
自
動

車
専
用
道
路

(

高
架
の
も
の

に
限
る
。)

の

路
面
下
に
設
け

る
も
の

そ
の
他
の
も
の

上
空
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高

架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る

も
の 階

数
が
四
以

上
の
も
の

階
数
が
三
の

も
の

階
数
が
二
の

も
の

も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

に
つ
き
一

年 占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

に
つ
き
一

年

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
三

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
〇
九

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
八

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
五

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
項
を
同
表
十
二
の
項
と
し
、
同
表
十
の
項
中｢
第
七
条
第
八
号｣

を｢

第
七
条
第
九
号｣

に
、

｢

〇
・
〇
一
八｣

を｢

〇
・
〇
二
五｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
一
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

別
表
備
考
７
中｢

十
一
の
項｣

を｢

十
二
の
項
に
掲
げ
る
施
設｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第

三
条
第
二
号
の
改
正
規
定(｢

新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
が
建
設
し
、
保
有
し
、
又
は
大
規
模
な
災
害

復
旧
工
事
を
行
う
鉄
道
施
設
並
び
に｣

を
削
る
部
分
に
限
る
。)

及
び
第
四
条
の
改
正
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
、
別
表
十
の
項
の
改
正
規
定(｢

第
七
条
第
八
号｣

を｢

第
七
条
第
九
号｣

に
改
め
る
部

分
に
限
る
。)

及
び
同
表
十
一
の
項
の
改
正
規
定(

｢

第
七
条
第
九
号
及
び
第
十
号｣

を｢

第
七
条

第
十
号
及
び
第
十
一
号｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し

た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
占
用
の
期

間
に
係
る
占
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
占
用
の
期
間
に
係
る
占
用
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
九
号

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
施
行
条
例(

平
成
十
一
年
福
島
県
条
例
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
四
等
の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
条
例

第
二
条
第
三
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
指
導
課)
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